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令和 5年（行ウ）第 29 9号、令和 5年（ワ）第 17 3 6 4号

若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件

原告 能條桃子ほか 5名

被告国

証拠説明薔 (3)

東京地方裁判所民事第 2部Cd係御中

NO. 16 6:) ;,31 

副 本

令和6年 11月21日

被告指定代理人 荒木

小 西 俊

山城道

守田

安藤公

小堀陽
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略語等は、答弁書及び準備書面の例による。

号証
標 目 作成

立証趣旨

（作成者） 年月日

乙16 「新版逐条地方自治 写し H29. 10. 15 町村総会とは、住民も非常に少なく、

法（第9次改訂版〉」 単ーな社会構成を有する町村で、選

（松本英昭） 挙権を有するものが、事実上一堂i：：：

会して、会議を開き、その団体意思

を決定することが可能なものにおい

て、粂例で議会を設けないで地方自

治法94条の規定により設けること

ができるものであること
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